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（７） 防災行政無線システム（発令判断等）の概要について 

防災行政無線の全体構成図及び本年度（Ｈ２９年度）から開始したデジタル化更新（親局及び霞ヶ浦地区：赤字表示）について 
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◆全体事業費（実施設計を含む）755,173 千

円（補助額 566,379 千円） 

〇平成 28 年度 実施設計  

6,048 千円（補助額 4,536 千円） 

〇平成 29 年度 親局（操作卓[発令判断装置 

含む]、遠隔制御装置、通話制御装置子機）    

75,600 千円（補助額 56,700 千円） 

〇平成 30・31 年度計画 屋外子局 64 局 

（再送信子局含む） 

375,000 千円（補助額 281,250 千円） 

〇平成 31・32 年度計画 屋外子局 53 局 

264,850 千円（補助額 198,637 千円） 

〇平成 32・33 年度計画 戸別受信機 38 台 

33,675 千円（補助額 25,256 千円） 

◎防衛省民生安定施設整備事業の補助活用 
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①操作卓音声合成装置 

 操作卓はこれまでの機能に音声合成装置の機能が加わり、キーボードで打ち込んだ文字を自動で音声に変換して放送。またメールマガ

ジン、ホームページ、ツイッター、市アプリなどに自動で配信。 
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②発令判断支援機能付き地図表示装置 

新機能として、発令判断機能付き地図表示装置を防災行政無線システムに装備。雨量、水位情報や土砂災害警戒情報などから避難勧

告等すべき箇所を地図上に表示。対策本部等が行う避難勧告等の発令の支援を行える。 
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かすみがうら市防災行政無線運用について 

１．定時放送 

 ・防災行政無線の毎日の動作確認と以前からの放送内容の経過を踏まえ放送する。（現在検討中） 

  千代田地区 毎日 午後５時に「埴生の宿」のメロディを放送する。 

  霞ヶ浦地区 毎日 夏時間（４月から９月）と冬時間（１０月から３月）に分け、次のとおりメロディを放送する。 

       （夏時間） 午前６時００分「希望の鐘」、午前１１時３０分「出島音頭」、午後５時「埴生の宿」 

（冬時間） 午前６時３０分「希望の鐘」、午前１１時３０分「出島音頭」、午後５時「埴生の宿」 

２．臨時放送 

 

防 

 

災 

 

情 

 

報 

放送内容項目 放送内容 放送基準 備 考 

１．自然災害情報等 

緊急地震速報 

 

市内で震度５弱以上を予測し

たとき。 

 

総務省消防庁から自然災

害情報または有事情報が

配信されたとき。 

 

一部放送に関しては、Ｊ

－ＡＬＥＲＴにより自動

放送（随時対応）。 

 

地震情報 

竜巻注意情報等 

震度５弱以上を観測したとき。 

情報が発表されたとき。 

２．有事情報 

国民保護情報 

〔航空攻撃、弾道ミサイル

攻撃、大規模テロ攻撃、ゲ

リラ等による攻撃、特殊部

隊攻撃等〕 

総務省から有事情報が配信さ

れたとき、または茨城県知事か

ら依頼があったとき。 

３．気象情報 

警報 

特別警報 

発令および解除 

気象庁から大雨、洪水、大雪、

暴風警報または大雨、暴風、暴

風雪、大雪特別警報、土砂災害

警戒情報のいずれかが発表さ

れたとき。 

一部放送に関しては、Ｊ

－ＡＬＥＲＴにより自動

放送（随時対応）。 

４．重大事故情報 

事故状況情報 

規制開始・解除情報・復旧

情報 

市内において死傷者が多数発

生する事故が生じる恐れがあ

るとき、または生じたときから

終息するまで。 

放送内容は総務課より提

供する。 

５．火災情報 
出火 

鎮火 

通常建物火災が発生したとき。

大規模な火災で、延焼拡大の恐

れがあり、市民が避難する必要

があると思われるとき。 

鎮火放送は、 

午前５時～午後１１時と

する。 

 

防 

 

災 

 

情 

 

報 

 

以 

 

外 

６．行方不明情報 
行方不明 

行方不明発見 

住民の生命に危険が及ぶ恐れ

があり、防災行政無線での放送

が必要であると判断されたと

き。 

 

 

土浦警察署から書面によ

る放送依頼があったと

き。 

７．凶悪犯罪情報 
注意情報 

沈静化情報 

今後重大な事件へ発展するお

それがあり、防災行政無線での

放送が必要であると判断され

たとき。 

８．光化学スモッグ情

報 

警報 

警報解除 

気象庁から警報が発表された

とき。 
 

９. ライフライン 

情報 

断水情報 
緊急を要すると判断されたと

き。 

水道事務所から放送依頼

があったとき。 

停電情報 
緊急を要すると判断されたと

き。 

東京電力㈱から書面によ

る放送依頼があったと

き。 

電話不通情報 
緊急を要すると判断されたと

き。 

ＮＴＴ東日本㈱から書面

による放送依頼があった

とき。 

ガス漏れ情報 
緊急を要すると判断されたと

き。 

東部ガス㈱から書面によ

る放送依頼があったと

き。 

１０．その他 市長が認めたもの 市長が必要と判断されたとき。  

現在更新中の防災行政無線親局の運用開始後、変更となる場合がある。 
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